
江東区介護事業者採用活動費補助金交付要綱 

令和６年８月１９日 

６江福地第１２８６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内の介護サービス事業所等を運営する法人に対し、介

護職員等の採用活動を実施する場合の費用を補助することにより、介護サー

ビスに従事する人材の確保を支援することを目的とする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、区内において別表に掲げる介護サービス事業所等を運

営する法人とする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助対象経費は、区内の介護サービス事業所等における介護人材（事

務職及び法人役員を除く。）の採用活動（以下「補助事業」という。）に係

る次に掲げる経費に要するものであって、第５条の規定による申請を行った

日の属する年度に支出した費用とする。 

(1) 求人誌又は求人情報サイトへの掲載費 

(2) 採用パンフレット等の作成費 

(3) 法人のホームページの求人情報ページに係る構築及び改修の委託費 

(4) 採用ＰＲ動画の作成の委託費 

(5) 就職説明会等の会場確保に要する経費 

(6) 補助事業に係る勉強会、セミナー等への参加費及びコンサルティング業

務委託費 

(7) 補助事業に係る出張費 

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範

囲内で交付する。 

(1) ２０万円。ただし、第１２条の規定による実績報告時に区内の介護サー

ビス事業所等において介護人材の雇用実績がない場合は、１０万円とする。 

(2) 補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額。 



２ 補助金の額は、１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、江

東区介護事業者採用活動費補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げ

る書類を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) 採用活動計画書（別記第２号様式） 

(2) 申請者が運営する介護サービス事業所等を確認することができる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 補助対象者は、補助対象経費について国又は他の公共団体等から同種の補

助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。 

（交付決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは江東区介護事業者採用活動費補助金交付決定通知書（別

記第３号様式）により、不適当と認めるときは江東区介護事業者採用活動費

補助金交付申請却下通知書（別記第４号様式）により、速やかに申請者に通

知する。 

２ 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。 

（取下げ） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不

服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知

を受けた日から１４日以内に、江東区介護事業者採用活動費補助金交付申請

取下書（別記第５号様式）を区長に提出するものとする。 

（変更等の申請及び承認） 

第８条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、江東区介護事

業者採用活動費補助金変更（中止・廃止）承認申請書（別記第６号様式）に

より区長に申請し、その承認を得なければならない。 

(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 



２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、江東区介護事業者採用活動費補助金変更（中止・廃止）承

認通知書（別記第７号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

（状況報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業

の進捗状況に係る報告及び関係書類の提出を求めたときは、適切に対応しな

ければならない。 

（事故報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助

事業の遂行が困難となった場合は、江東区介護事業者採用活動費補助金事故

報告書（別記第８号様式）により速やかに区長に報告し、その指示を受けな

ければならない。 

（遂行命令等） 

第１１条 区長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件

に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従

って当該補助事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずるものとする。 

２ 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業

者に対し、補助事業の全部又は一部の一時停止を命ずることができる。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（第８条第２項の規定によ

り廃止の承認を得たときを含む。）から６０日以内又は補助金の交付決定を

受けた日の属する年度の末日のうちいずれか早い日までに、江東区介護事業

者採用活動費補助金実績報告書（別記第９号様式）に次に掲げる書類を添え

て、区長に報告するものとする。 

(1) 採用活動実績報告書（別記第１０号様式） 

(2) 補助事業の内容及び補助事業に要した経費が分かる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１３条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実

績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助



事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するもの

と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区介護事業者採用活

動費補助金交付額確定通知書（別記第１１号様式）により、補助事業者に通

知する。 

（補助金の請求及び交付） 

第１４条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区

介護事業者採用活動費補助金交付請求書（別記第１２号様式）により、区長

に補助金を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者

に対し、速やかに補助金を支払う。 

（是正のための措置） 

第１５条 区長は、第１３条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事

業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認める

ときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるため

の措置を命じなければならない。 

２ 第１２条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置

をした場合について準用する。 

（交付決定の取消し） 

第１６条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反した

とき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

ときは、江東区介護事業者採用活動費補助金交付決定取消通知書（別記第１

３号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１７条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助



金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）

に定めるところによる。 

（関係書類等の整理保存） 

第１８条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備

え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該

補助事業が完了した日（補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあって

は、その承認を得た日）の属する会計年度の終了後５年間保存しなければな

らない。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定め

る。 

附 則 

 この要綱は、令和６年１０月１日から施行し、令和６年４月１日から適用す

る。 

別表（第２条関係） 

事業所、施設等の種別 

訪問介護事業所 

訪問入浴介護事業所 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

居宅療養管理指導事業所 

通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

短期入所生活介護事業所 

短期入所療養介護事業所 

特定施設入居者生活介護事業所 

福祉用具貸与事業所 



特定福祉用具販売事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

夜間対応型訪問介護事業所 

地域密着型通所介護事業所 

認知症対応型通所介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 

認知症対応型共同生活介護事業所 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 

居宅介護支援事業所 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

 


